
序 論

はじめに

アジア諸国をとり巻く国際環境は急速に変化している。経済社会のグロー

バル化，冷戦構造の崩壊に伴う社会主義体制からの転換，情報化などである。

このような新しい国際環境に対応した法制度の確立といった新たな要請がア

ジア諸国に生まれている。他方，国内的に見た場合，多くのアジア諸国は，

政治的経済的システムの民主化あるいは近代化に対応した法の確立の必要に

迫られている。このような急激な環境変化に対して，多くのアジア諸国が法

制度改革あるいは法整備といった独立以来の大事業に取り組んでいる。

特に１９９７年にアジアを襲った経済危機に対してアジア諸国の経済法が脆

弱だったとの批判に基づき，倒産法，銀行法やマネーロンダリングに関する

金融関連法の改正が行なわれている。また，中国のWTO加盟に象徴される

ように，多くのアジア諸国は投資や貿易の取引拡大に対応した経済法整備を

進めている。他方，中国をはじめインドシナや中央アジアのいわゆる体制移

行国は，既存の社会主義体制から自由主義体制に移行するための法改革を実

施している。経済市場化のための法制度または私有財産制を導入するための

制度である。さらに，国内での経済活動や取引の活発化に伴い，担保法，会

社法，倒産法，投資法，独禁法，企業機密法，知的財産法といった経済活動

関連の法整備を実施している。

さらに，アジア諸国では，さまざまな社会問題が登場しつつある。都市，

労働，環境，消費者，社会福祉などの問題であり，これらの社会問題に対す



る法の動きも顕著である。また，人口法といった先進国にはこれまで見られ

なかった法分野の確立も議論されている。このような社会問題に対して，国

家が社会政策的に問題解決に介入している。さらに，このような経済社会の

動きだけでなく，人権保障，法の支配の確立，法の透明性や執行の確保，司

法権の独立といった国家的な課題も議論となっている。

ところで，これまで「アジアでは法は機能しない」との一般論が大勢を占

めてきた。アジアの社会は法治でなく人治である，政治が法より優先する，

人権よりも経済開発が優先するといった議論がしばしば繰り返されてきた。

さらに，欧米の法はアジア諸国に馴染まないといった法文化論もマレーシア

やシンガポールの指導者によって行なわれてきた。しかし，多くのアジア諸

国は，被植民地経験をもっており，コモンロー系か大陸法系のどちらか（ま

たは両方）の影響を受けながら，自国の法基盤を形成してきたのであり，将

来もヨーロッパの法伝統の上に自らの法を形成せざるを得ないという一定の

歴史的制約を負っている。

例えば，これをインドネシアについてみた場合，オランダはその植民地時

代にヨーロッパ大陸法をインドネシアに移植したが，伝統的な慣習法との衝

突が長く続き，植民地法の適用範囲を地理的，人種的に制限したものの，民

事関連ではコンコーダンスの原則に従って，本国法と同一の法をインドネシ

アに適用した。植民地時代の法は基本的には統治のための権力的手段と見な

されていた。独立後における法は政治経済の混乱を最小限に抑えるための手

段として考えられ，植民地時代の法がそのまま踏襲されることになり，大規

模な法制度改革は実施されなかった。その後に，法制度改革が開発計画その

他で議論の俎上にあがることはあっても，外資法，土地法，婚姻法といった

必要最小限の法制改革にとどめられてきた。本格的な改革が実施されたのは，

民主化運動が高まって，３２年間にわたるスハルト長期政権が崩壊した１９９８

年からである。その後数年間，毎年３００近い法令が制定されている。

北東アジアをはじめとするアジア諸国の経済発展を中長期的に見た場合，

周知の「東アジアの奇跡」報告書にも象徴されるとおり，目覚ましいものが
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あり，他の途上国に比べ，アジア地域はきわめて堅調な発展を遂げてきたと

いえる。しかし，過去の開発過程において法の必要性が現在ほど強調された

ことはなかった。このようにめまぐるしい法環境の変化過程にあるアジア諸

国がどのような法の役割を追求するのか，さらにどのような法改革を実施し

ていくのかは，アジア諸国にとってのみならず，日本にとっても大きな関心

事である。明治期の日本には不平等条約の撤廃を果たすため，西欧法をいち

早く摂取し，これを自らに適合させてきた歴史がある。しかし，わが国で生

起する法律問題にはヨーロッパ法の立場だけでは対応できない問題が多々あ

る。欧米的な法伝統に制約されつつも，アジア諸国がどのような発展方向で

またどれだけの距離を欧米法との間に保ちながら，自らの法を形成していく

のかという点は大いに興味がもたれる。

本序論の目的は，第２章以下の各論文の位置づけを明確にし，この関連で，

アジアの法をめぐる基本的な動きを紹介することであろう。まずここでは，

現代的なアジアの法の動きを開発と法の立場から見るにあたっての視角を提

供して，個々の論文との橋渡し役を行ないたい。以下，本書の目的（第１節），

各論文の概要（第２節），アジアの法をめぐる基本課題（第３節），おわりに

（終節）の順で，検討したい。

１．本書の目的

本書は，アジア諸国の経済社会開発の分野における法の役割を明らかにす

ることを目的とする。すでに見たように，アジアの法をめぐる内外の環境が

大きく変化していることがあり，これに伴ってアジアにおける法の役割も大

きく変化していることが予想される。法が開発段階にある経済や社会とどの

ような接点をもつのか，あるいはどのような役割を法が担うのか，あるいは

担うべきなのかという点に関心をもちつつ，できるだけ具体的な法分野での

法の役割に焦点をあてることを目的としている。

そこで，本書では，アジア諸国における法の動きを大きく経済開発と社会
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開発の分野に分け（１），それぞれの分野における法の役割あるいは特徴を明ら

かにすることにした。具体的には，経済開発との関連で，地域協力，移行経

済国，企業と国家，法整備支援の課題を取り上げた。ただし，法整備支援は

国際的な経済変化の流れの一環と考えて，経済開発のなかにおいている。他

方，社会開発との関連で，労働法，消費者保護法，環境法，障害者法，人口

法を取り上げている。アジア諸国をとり巻く法環境は多様であるので，必ず

しもこれだけの課題でアジアの法の動きを網羅できていないことはもちろん

である。本書の各論文は，冒頭に紹介した内外の諸変化に敏感に対応する主

要な法課題であり，開発過程におけるアジアの法の動きと役割の変化を考察

分析するものである。

ところで，経済社会開発と法の課題を取り上げるにあたり，まずいくつか

の基本的な課題に逢着する。「アジア諸国おける法とは何を指すのか」，「法

律の側からみた開発とは何なのか」，「法は開発だけを目的とするのか」，「法

と開発はどのような位置関係に立つのか」などの点である。これらはいずれ

もアジアの法制度をみる上での基本課題ともいえるものである。つまり，

「法」と「開発」のそれぞれの意味内容，さらにその関係に関することであ

る。実態的にみた場合，アジアにおける「法」は欧米における法とけっして

同一でない。経済社会活動との関連で，通常の公式的な法システムの他にも

いわゆる非公式な法があり，慣習法があり，宗教法がある。多くのアジア諸

国では，これら公式法と非公式法が相俟って全体を構成している。しかし，

アジアでは法が急速に公式法化されつつある。また，国際経済社会の急速な

動きは途上国に重大な影響を与えている。現在の情報化社会において，いか

なる途上国といえども国際社会の動向から孤立することはできなくなってい

る。そこで，アジアにとっての法とは何かという問いが再び浮上する。

次に，「開発」についてであるが，この用語はきわめて多義的であり，開

発の意義をめぐって多くの議論がすでに繰り広げられている。したがって，

法律だけの立場から開発の意義を狭く解することは適当でない。本書では，

「開発」とは，最狭義の経済開発でなく，これまで述べてきたような経済社
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会の諸変化ないしは変動を象徴的に示した意味合いで理解している。このた

め，狭義の経済開発のために「法」が道具として何をすべきかという立場を

とっていない。これは法を経済開発の実現手段として狭くみる結果となるか

らである。

ただし，「法と開発の位置関係」の理解は，必ずしも容易でない。しかも，

これはけっして新しい課題ではない。１９６０年代初頭にアメリカの対途上国

対外援助との関連で，「法と開発」運動（２）が議論されたことがある。詳細は

本書の山田論文に譲るが，アメリカが途上国の経済開発を促進するために実

施した法整備支援が，自国の自由主義的な立場に立っており，アメリカ法を

第三世界に押しつけたものだとの批判を買ったものである（３）。アジア諸国に

とって，この議論はたいした影響を与えなかったといえる（４）。ところが，９０

年代に入り，世界銀行（以下，世銀）やアジア開発銀行等の国際機関は「法

と開発」を法整備支援の主要テーマとして再び登場させてきた。この新しい

動きは「新・法と開発運動」（New Law and Development Movement : NLDM）

と呼ばれる。しかし，当時の法整備支援と現在実施されつつある支援活動と

の間に明確な変化を見い出すことは困難であろう（５）。

しかしながら，法整備支援がどのような運動であれ，開発途上国における

法の役割を改めて考えさせたという点で，途上国法研究に新たな好機を与え

たといえる。これまで，第三世界の法に関する研究はきわめて限られており，

国際的な経済取引あるいは刑事法分野の国際協力を除き，ほとんど議論され

てこなかったといって過言でないであろう。日本を含む先進国には他の先進

国の法制度を調査することはあっても，途上国の法制から何かを学ぶといっ

た姿勢は弱かったといえよう。現在，国際社会のグローバル化に伴い，途上

国の法制研究を無視しては，国際社会全体の議論は発展できない状態にある。

例えば，地球温暖化のような地球規模の問題にあっては，途上国側の国際条

約の批准だけでなく国内法化後の執行能力を向上できなければ，先進国側の

努力は徒労に終わってしまう。これまでのような南北対立下での法律調査で

はなく，国際協力あるいは経済協力を発展させる上での途上国法研究といっ
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た視点が必要となっている。

以上の点からみて，アジア諸国の「開発と法」のテーマの下で，開発過程

における法の役割について直ちに模範解答を引き出すことは困難といわざる

を得ないであろう。アジア諸国における法の役割は，国際化，民主化，人権，

分権化，経済発展，市場化，正義の実現，社会的公平，犯罪防止などさまざ

まの方向でしかも新しい時代局面で期待されているものである。この意味で

は，安田が以前に開発過程にある途上国法の研究分野をもって第三世界開発

法学と呼んだことは正当であろう（６）。開発過程において法が果たすべき役割

を議論する前提として，アジア諸国において法が機能するためのメカニズム

が実際にどのような状況にあるのかという課題に当面せざるをえない。

ところで，アジアの法を西欧法の側からみるのか，現地の側からみるのか

によって大きな違いがあることに気づく。前者は，先進国寄りの法的普遍性

を重視した見方であり，後者は，現地側からのいわゆる現地の立場に立った

見方である。世界的に見た場合，多くの先進国が受け入れている法制度ある

いは基本的な考え方は，日本も含めて欧米中心的な発想である。このため，

アジア諸国で法が機能しない理由を法の後進性と安易に結びつけて考えがち

である。この場合，途上国では，法は適正であるにもかかわらず適用されな

い，法の整備が不足している，あるいは法を適用できない理由は当該社会に

問題があるからだといった方向に，議論は流れがちである。この場合，法は

普遍的な価値をもっており，真理は一つであるといった欧米的な主張が背後

に見え隠れしてしまうことになる。

他方，現地側に立って法をみた場合，アジアの公式法は植民地時代に押し

つけられた遺産を引き継ぐものである，自国の経済社会構造に見あった法が

整備されない，伝統的な法文化を無視した欧米的な価値観に立っている，グ

ローバル基準では自国の利益を十分に守れない，欧米とは別の価値観や法的

利益を維持したいといった批判的な主張に傾くことになる。しかし，日本を

含め先進国の人々は，欧米の法理論が進んだものとの一般理論（７）を受け入れ

てしまいがちである。そこで，改めて，「アジアでは法が機能しない」との
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俗説の背景を考える必要があるであろう。例えば，アジアでは無法状態だっ

たのか，あるいは法律に優位する政治諸力が働いていたのか，あるいは公式

法以外の別の規範が存在していたのか，あるいは，開発独裁といった特殊な

開発過程では，民主的な法制度は馴染まなかったのかという点である。

次に各論文の要旨を検討したい。

２．本書における各論文の概要と特徴

安田論文は，「転換期のアジア型資本主義――危機後の東南アジア法シス

テム理解の前提として」のテーマの下で，１９９７年に勃発した東アジア経済

危機を，日本を含むこの地域の文化的な特性を反映した政治・経済・社会構

造に起因するアジア型資本主義の問題としてとらえている。それは，経済面

においては，欧米特にアングロ・アメリカ的な「市場資本主義」と区別され

る「共同資本主義」というものであると特徴づけ，その企業組織面における

問題点を検討する。また，政治的側面については，これを従来の権威主義体

制論や開発独裁論とは異なり，そこにおける共同主義的要素に注目し，「共

同主義的政治システム」として特徴づけ，個人の自立を前提とする欧米の

「個人主義的政治システム」とは異質のものであると結論する。このような

共同主義的要素は，急速なグローバリゼーション下において変容を免れ得な

いとはいえ，グローバリゼーションがさまざまな問題を惹起しつつある現在，

アジアに共通な「共同主義」的要素がそれを補正・転換させるための重要な

役割を演ずるであろうと結論する。

箭内論文は，「ASEANにおける貿易自由化――一方的・裁量的自由化か

ら相互主義的・拘束的自由化へ」のテーマの下で，ASEANにおける域内貿

易自由化は，近年，一方的・裁量的自由化から相互主義的・拘束的自由化へ

と移行しており，「ASEAN流」と呼ばれてきた協力形態に変化の兆しが見

られると結論する。というのも，ASEANの「緩やかな連合体」としての特

性は各国の「総論賛成，各論反対」という姿勢につながり，これまでに導入
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された域内経済協力スキームは充分にその機能を果たしてこなかった。例え

ば１９７７年に導入された域内特恵貿易制度（PTA）は，各国の裁量が大幅に

認められ，一方的自由化の域を超えないものであった。しかし，９２年に考

案された ASEAN自由貿易地域（AFTA）は，関税引下げ方式や例外品目の

扱い，引下げ期限などで PTAとは異なる手続きを採用し，スキームの制度

強化をはかっている。さらに２０００年に導入された補償調整措置制度は一種

の紛争解決手続きであり，従来 ASEANで行なわれてきた協議による政治

的解決と比較し，より司法化された手続きの導入をはかったものと考えられ

る。

石田論文は，「移行過程における法・制度――ベトナムにおける企業制度

変容の過程」のテーマの下で，移行経済国における法の変化あるいは発展に

おいて，既存制度がどのようにかかわったか，移行過程の進展が法制度の変

化を促すのかどうかを考察する。ベトナムは，移行経済諸国として市場経済

化を進めるにあたって，既存の社会主義体制を維持しつつ市場経済化を進め

るという漸進主義（gradualism）と言われる改革アプローチを採用した。さ

らに，ベトナムの企業制度変化を検証し，移行過程の初期においては，指令

的な既存制度が移行を安定的にしたこと，しかし一定程度進むと既存制度が

市場化にそぐわなくなり，その進展を阻害したこと，さらに，市場化の進展

を阻害している既存制度を変革する要因は，移行経済国ベトナムが直面して

いるグローバリズムへの内的対応であった点を分析する。ベトナムの例は，

法の発展において，経済グローバリズムが外的強制力だけではなく，内部変

化を促進するケースとみることができると結論する。

山田論文は，「『法整備支援』の論理についての一考察――世界銀行と日本

政府開発援助」のテーマの下で，旧社会主義国の市場経済化という歴史的背

景のなかで登場した１９９０年代のノースの制度論に基づき，制度（institution）

という概念で法制度を捉え直すことにより，開発援助において法制度改革が

着目されることになり，法律専門家が経済発展を導く法制度の設立や改革を

援助することになったと分析する。世銀および日本国政府開発援助による法
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整備支援では，近代的な法制度が経済発展をもたらすといった技術的支援

（Legal Technical Assistance）の前提に立脚しており，法は経済発展をもたら

す技術的道具とみなされていると観察する。しかし実証研究によって経済発

展における法の役割が必ずしも精確に検証されていないことがあり，これに

よって看過されてしまう問題が懸念される。経済発展に資する法制度という

前提を見直すことにより，今後の法整備支援の方向性を検討したいと結論す

る。

吾郷論文は，「アジアでの労働法――経済発展のなかに位置づけられる国

際労働基準」のテーマの下で，発展途上国が多いアジアにおいて，各国が経

済発展と社会発展の二つの価値を追求するなかで労働法がどのような役割を

果たすかという問題を考察し，とりわけ国際労働基準の適用問題を分析する

ことによって，アジアにおける経済発展と社会発展の関係を探る。結論的に

は，アジアに相対する国際社会側に手法上の問題点があることを認識しつつ

も，国際労働基準を中心とした普遍的労働法原理が，純粋な形でアジア社会

に浸透していくことが肝要であって，アジア社会の側は，社会発展あっての

経済発展という観点からこの問題に取り組む姿勢が必要であることを論述す

る。

松本論文は，「アジアの発展途上国における消費者保護法」のテーマの下

で，アジアの多くの国が消費者保護のための法整備を進めてきた点を指摘す

る。消費者保護法には，消費者の利益保護的側面と市場経済のためのルール

整備という競争法的側面とがあり，前者は経済的発展の結果への対応であり，

後者は経済発展を目的とした対応であるという点で違いがあり，金融危機後

のアジア諸国では，国内外の圧力から後者の観点が意識されるようになって

きたと分析する。発展途上国の場合には，保護的側面において，国内事業者

からの消費者保護と先進国企業や多国籍企業による収奪からの国内消費者の

保護という「消費者保護法の二重性」があり，通商法的性質も帯びることが

ある。実体法や手続の面での消費者保護法の整備が進んでも，最後はそれら

を運用する適切な人材を養成するという課題が残されている。
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作本論文は，「開発と法――アジア環境法」のテーマの下で，国際的な環

境論議の展開の下で，開発と環境はかつて南北間で対立的に理解されてきた

が，持続可能な発展の概念が登場したことにより，両者はこの概念に統合収

斂されてきた，しかし，開発と環境をめぐる本質的な議論対立は，明治時代

以降日本にもあったのであり，公害対策基本法の経済発展調和条項の議論に

も見られたとおり，水面下では続いていると指摘する。しかし，開発の理解

方法として，もはや経済開発一辺倒といった狭い理解に立ってはならず，地

球規模の環境問題，人的開発や社会開発，さらに将来世代の生存といったよ

うな開発の質的側面をより重視した考えに修正されるべきであるとした。持

続可能な発展は，アジア諸国において法的概念として既に定着しつつあり，

参加型社会の形成など新しいシステムを形成する上で役立っている。

小林論文は，「開発，障害者と法――アジアにおける障害者立法の発展」

のテーマの下で，国際社会における障害者問題の動向とアジア５カ国の障害

者立法の概説をとおして，アジア諸国の開発過程のなかで障害者の位置づけ

と関連の法律がどのように発展してきたかを考察する。１９８１年の国際障害

者年を契機として国連を中心とする国際社会では，障害者の人権は単なる理

念にとどまらず社会権としての性格を確立していくことになり，障害者の権

利は法律や政策を通じて保障・促進されなければならないとの認識が広まっ

ていった。こうした国際世論を背景にアジアにおいても障害者立法の整備が

促された。本章で取り上げた５カ国に限定すれば，大陸法系の国では障害者

の福祉や保護を強調した福祉アプローチが採用され，英米法系の国・地域で

は障害者の自立と機会均等化を強調した権利に基づいたアプローチが採用さ

れている。ただし，いずれにおいても次の段階として現実の履行が課題とな

っている。

段論文は，「開発と法の一側面――中国の人口学，人口政策と人口法」の

テーマの下で，中国の人口政策分野といったものが，法学分野に馴染むのか

どうか，国が人口問題に干渉すべきかどうか，人口問題は非法律的で政治的

に解決すべきかどうかなどの点について，人口学，人口政策の推移，計画出
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産と土地制度との関係および中国の最新の立法動向を検討した上で，中国に

おける人口政策と法律学の関係，人口問題への国家関与の是非，法律による

人口問題解決の可否について検討する。

３．アジアの現代法をめぐる諸課題

ここでは，以上の論文あるいは関連の討議のなかから見い出されたいくつ

かの議論を数点紹介してみたい。これらは，法と開発との関連で，アジア諸

国をとり巻く現代法的な課題ということができよう。

第１は，すでに一部見たとおりであるが，開発と法研究のあり方について

である。開発過程との関連における法の民主的な役割を考察する必要は高い

と言える。既存の開発概念は，持続可能な発展概念によって修正され，置き

換わりつつある。これまでの経済開発一辺倒主義に対しては強い批判がある。

反開発主義，ポスト開発主義といった主張も増えている（８）。開発の行き過ぎ

が権力の集中に歯止めをかけられず，さまざまな人権問題や環境破壊等を惹

起することがよくあるためである。ただし，末廣 昭が述べるとおり（９）「開

発主義は政治イデオロギー」にすぎないのである。持続可能な概念において

も，開発そのものを否定する立場は採用していない。むしろ開発の方法ある

いはその質を慎重に検討する必要を強調している。経済的社会的コストを減

少させて開発にともなう弊害を除去させながら，民主的な開発を達成するこ

とが必要とされている。例えば，アマルテイア・センは，途上国での早期の

民主主義達成は経済発展にとってけっしてマイナスでない点を強調しており，

かつてシンガポールのリー・クアン・ユーが述べた民主主義は経済発展の障

害になるとの「リー仮説」を否定する（１０）。

ところで，前に述べた法と発展運動の失敗に対して，開発と法を再検討す

る研究が現れたことがある。１９７２年に，国際法律センター（International Legal

Center）が，トルーベック，ヤシュガイなどの当時国際的に著名な学者グル

ープに法と発展に関する研究の進捗状況や問題点を研究することを要請した
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報告書（１１）によると，「法と開発」研究はそのテーマを，「法と社会・経済構

造の相互関係についての研究，急激な社会的・経済的・政治的な変動が発展

途上国の法制度に及ぼす影響，法を用いてこうした社会に重大な変化を生じ

させようとする努力を評価し，実体的かつ制度的な法の改革に必要とされる

ものを明らかにすること」に向けるべきとしている（１２）。他方，安田は，法

と開発に関する運動が崩壊した後の研究は，第三世界を中心とする第三世界

法学ともいうべき動きと多元的法体制論ともいうべき研究の動きの二つに引

き継がれていると述べている（１３）。前者は，法を第三世界固有の状況のなか

で見直す視点が強いとされ，後者は，法人類学者が中心となって途上国法を

非西欧的な多元的な法体制の枠組みを利用して理解しようとする立場である。

いずれにせよ，途上国が置かれた法状況を理解しつつ，現地側に立った目線

で法的な枠組みを考究するものである。この場合には，第三世界の側で重視

する規範観念あるいは文化的価値観を尊重しつつ，これらを法の制度設計あ

るいは立法政策に生かしていくことが重要だと考えられる。

第２は，アジアにおける法状況あるいはメカニズムのありかたについてで

ある。現在，アジア諸国においては法の統一，法の支配の確立がさかんに議

論されている。民主的な国家法基盤を確立して，人治から法治への移行を促

進することが必要とされているためである。これは，西欧法の立場からみれ

ば，法の未整備あるいは後進性の問題といえよう。いままでのアジア諸国に

おいて，不合理あるいは非近代的といった部分も多分に残されているためで

ある。

しかし，アジア諸国にはこれまで公式法が国民から信頼されてこなかった

という歴史的な背景がある。公式法は，すでに見たとおり，開発体制におい

て自由を制限し政治経済の混乱を最小化し，法の命令的効果を最大限発揮さ

せることを意図した手段として考えられてきた。これまでの統制手段として

の法に代わって，民主的な法システムが採用されなければ，法が国民から信

頼されないという問題をかかえている。ただし，アジア諸国にとっての民主

的な法システムとは，個人主義や人権優位といった欧米的な仕組みに近いも
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のであるか，あるいはアジア的な共同体原理を強く打ち出したものであるか

は議論が分かれるところであろう。

例えば，多民族国家のインドネシアでは，現在でもなお公式法はジャワ島

以外の外島でほとんど受け入れられておらず，慣習法がなおも生きた法とし

て機能している。背景には，単に植民地時代の統治方式によって法の浸透度

に変化が生じたという歴史的理由だけでなく，むしろ宗教観や価値観の違い，

さらには多民族国家における中央と地方の関係，民族間の信頼関係等の法文

化的な理由が潜んでいると考えられる。しかし，同時に，現在頻発している

ような部族間紛争，大型外国投資と地域開発にかかわる問題，公務員の権限

乱用や汚職問題，近代的な土地取引や人権被害にかかわる問題，医薬品等に

みられる消費者保護の問題，あるいは大型の環境被害といった問題に対応す

るには，近代的な法システムがどうしても必要であり，伝統的な法による解

決だけでは不十分である。現在インドネシアで進行中の分権化過程で最も必

要とされているのは，やはり近代的な経済社会活動に対応できる地方レベル

での新しい法システムである。近代的な法システムに変換するにせよ，伝統

的な参加システムを組み込む努力が行なわれている。しかし，環境資源の自

らの管理あるいは部族内の紛争処理に対しては，伝統的で慣習法的な価値観

に基礎をおいた共同体原理が最も適している。このように，伝統的な法シス

テムと近代的な法システムをいかに接ぎ木するかが大きな問題となっている。

第３は，経済法と社会法の発展とその交錯の問題である。法には経済発展

の達成を支援し，社会の安定を維持することが要請されている。多くのアジ

ア諸国は中長期的に見れば，概して順調な経済発展を達成してきている。し

かし，多くの場合，これは開発独裁下の強権政治によって維持されてきたも

のである。資本主義的な経済取引を行なう場合の大前提として，私有財産制

が確保され，自由な契約が保障され，自由競争が維持される法環境が確立さ

れることが必要である。言い換えると，公正な競争秩序が確立される前提と

して，自由で対等な契約社会の成立が必要である。このためには，契約法，

会社制度，担保制度，労働法，独禁法，倒産法などの経済活動にかかわる基
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本的な法が整備される必要がある。経済活動が円滑に行なわれるためには，

契約観念が社会に浸透し，契約が安全に履行されるための法システムが国に

よって担保されることが必要である。このため，国家によって紛争が公正に

処理されるための機関が整備される必要がある。市場原理の導入は，それま

で隷属的な身分社会から契約社会への移行を促す契機となるであろうし，自

由意思に基づく契約社会が広まることを意味している。

他方，アジア諸国は，急速な経済発展および社会変化に伴い，さまざまな

社会問題が表面化している（１４）。例えば，労働法や消費者保護の分野で社会

権をどの範囲まで認めるか，環境問題のような市場原理だけでは解決できな

い社会問題にどう対処するか，さらには，多くの途上国が共通的にかかえる

貧困，人口，保健衛生，都市化といった社会問題に法政策的な見地からどう

対応するかということが問題となる。

つまり，ここでの法の役割は，単に経済発展または社会発展をばらばらに

果たすための規制的手段としてだけでなく，法政策的に経済社会のニーズに

応えつつ具体的な問題解決のための調整手段へと，変質を遂げつつあるので

はないかといえる。言い換えると，法の機能は資源利用を規制するだけでな

く，資源配分のあり方を公正化する調整機能までも担うことになっている。

法は単なる政治支配の道具あるいは経済社会の統制する手段としてではなく，

ここにいたって，諸利害の調整役の役割を担うことになる。この結果，法は

信頼を取り戻しつつ，市民社会に共有される道具となるであろうし，法の担

い手を社会のなかに形成することになるであろう（１５）。

第４は，国際化あるいはグローバル化と呼ばれる国際環境の変化がアジア

の法に与える影響である。冷戦構造の終結に伴い，アジア地域では社会主義

体制を標榜していた国々にさまざまな政治的経済的な変動が生じた。経済面

では，中国をはじめ，インドシナ諸国，中央アジア諸国において，資本主義

制度確立のための法制を緊急に導入する必要が生じたことである。私有財産

権の保障だけでなく，経済活動の自由を保障し，これを支援するための法制

度を整備しつつある。
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他方，経済社会のあらゆる分野でグローバリゼーションの影響がアジア諸

国に及んでいる。このための制度的な対応の必要である。WTOの動きにみ

られるとおり，貿易投資の自由化にかかわる条件が，労働，知的所有権，環

境などの非経済活動分野にまで及んでいる。また，アジア諸国は多数の国際

条約に加盟することにより，国際社会への仲間入りを進めている。このよう

な国際化過程をとおして，アジア諸国の法は国際標準に接近することになる

であろう。しかし，グローバリゼーションによって国際標準が示されたもの

の，国内の法体制がこれに追いつかないあるいはグローバル化の方向が自国

に合わないといった問題もすでに生じている。

なお，アジア諸国に対する法整備支援等の動きが活発化している点はすで

に述べたとおりである。現在，援助活動として注目されている法整備支援は，

伝統的な見方からすれば，さまざまな法継受形態のうちの一つにすぎない。

近代の法継受には，西欧化，法典化，征服，植民等といったさまざまな契機

があり，その態様からみても，暴力的または非暴力的，強制的または任意的，

全部または一部，あるいは単一的・混合的選択といった区別が成り立つ。法

継受は，法の継受そのものと継受された外国法を吸収する過程ともいうべき

同化プロセスの二段階に区別できる（１６）。そこで，現在のアジアにとってや

はり重要なのは，法継受の同化プロセスと言うことができる（１７）。仮に，非

暴力的，任意的な方法で法が継受されるにせよ，当該国のニーズや固有の歴

史的文化的価値観を無視した拙速な法継受は不幸な遺産を残すことになると

言わざるを得ないであろう。

おわりに

アジア法のパラダイムについて，安田はこれまで「アジア法の３法理」を

提唱してきた。固有法，移入法，および開発法であり，これを，それぞれ抽

象化して分析概念として高度に理念化したものが，共同体法理，市場法理，

指令法理である。このダイコトミーを基礎に現在生起しているアジア諸国の
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法律問題を見てみると，大方次のように考えられるのではないかとされる。

公法の権力原理に象徴されるような「指令法理」では，これまでの植民地時

代あるいは開発独裁時代にみられたような政治権力の集中が顕著である。こ

の原理の拮抗原理として，アジアで声高に叫ばれている人権保障要求の動き

や民主化運動がある。このため，憲法改正によって人権条項を詳細に規定し

たり，国際的に確立された人権制度を受け入れたりする動きが顕著である。

他方，政治的な民主化は政党制，選挙制度の改革などへの要求に発展し，司

法の独立，分権化，参加型社会の実現を目指している。

第２番目の市場原理を基礎とした市場法理は，対等な契約で成り立つ市民

社会が前提となる。近代的な契約の自由に基づいた自由主義社会あるいは市

民社会を前提にしている。これを修正するための社会法の登場が先進国で歴

史的に見られた点は言うまでもないが，アジア諸国は自由主義時代を謳歌す

る以前に社会法登場の段階にいたっている。経済社会矛盾に対して，国家は

法に基づき新たなルールを形成する役割を担うことになった。また，コモン

ズの議論に見られるような市場原理によっては保護しきれない公共財の問題

に対しても法は関心をはらわなければならなくなった。

第３番目の共同体法理は，家族法あるいは宗教法などに深くかかわる法文

化的な側面であるが，アジアの非西欧的な集団主義，非合理主義の特性を象

徴する部分として理解されている（１８）。わが国の私法原理のなかでも，国が

基本的に不干渉としている家族法分野であり，人的・文化的性格が強く，国

家の干渉が最も馴染まない分野とされている。参加型社会実現の動きは，元

来農村型の共同体的な性格が強いアジア社会ではきわめて調和しやすい。し

かし，この法理も，インドネシアの汚職や癒着で問題となっている KKN

（汚職，癒着，縁故主義）の温床となっており，汚職撲滅に対する国民の要求

が強まっている。前近代的で伝統的な価値観が近代的な価値観との間で衝突

を起こし，経済社会の民主化を阻害してしまっている。共同体的な価値観が

国全体の法文化となり，単に家族法・宗教法の課題にとどまらない状態にな

っている。
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このようにみると，それぞれの法理においてアジア諸国は新しい時代的挑

戦を受けつつ，衝突とせめぎ合いをとおして開発過程の法を形成しつつある

ということができよう。ところで，現在多くのアジア諸国で議論となってい

るのは，法整備そのものだけでなく，これをいかに効率的に執行できるかと

いうことである。このためには，アジア諸国で法が機能するためのメカニズ

ムあるいは経済社会の構造と法の関係といったものをさらに検討する必要が

あろう。

注�１ 政治的な変化もアジアの法の動きにとって重要であるが，これは，翌年度
の研究課題に譲ることにする。
�２ 具体的な法と開発運動の詳細は，John Henry Merryman,“Comparative Law
and Social Change,” American Journal of Comparative Law, Vol.２５,１９７７の別表
２に紹介されている。また，Jeffrey D. Sachs and Hal Scott et al., The Role of

Law and Legal Institutions in Asian Economic Development, Oxford,１９９９など。
�３ “Law and Development.” American Journal of International Law, pp.２２３�２２６.
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「その（法整備支援）パラダイムは，現在のところ１９６７０－７０年代の LDS（Law
and Development Studies）の限界をそのまま引き継いでいるということもで
きる」とする。
�６ 安田信之編『第三世界開発法学入門』アジア経済研究所，１９９２年。
�７ 大久保保昭『人権，国家，文明』，筑摩書房，１９９８年，２００ページ。
�８ 例えば，“After Post-development,” Third World Quarterly, Vol.２１�２, pp.１５�
１９１.
�９ 開発主義の検討を全体的に行なった文献に，末廣 昭「発展途上国の開発
主義」（東京大学社会科学研究所編『２０世紀システム：第４巻開発主義』）４０
ページ参照。
�１０ Amartya Sen,“Democracy as a Universal Value,” Journal of Democracy, Vol.

１０. No.３,１９９９, pp.３�１７
�１１ アジア経済研究所「「法と発展――法と発展研究の将来」，国際法律センタ
ー・法と発展に関する調査諮問委員会報告書参照，安田信之他訳，アジア経
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済研究所，１９８０年。
�１２ 同上，５ページ。
�１３ 安田『東南アジア法』（前掲書）３０ページ。
�１４ インドネシアジャカルタの人権扶助協会でのヒアリングによると，ジャカ
ルタでは，土地，家族，環境に関する法律相談が急増しているそうである
�１５ 市民社会との関連で中間層については，古谷野正伍，北川隆吉，加納弘勝
『アジア社会の構造変動と新中間層の形成』こうち書房，２０００年；服部民雄，
鳥居 高，船津和代編「アジア諸国における中間層論の現在」，アジア経済研
究所，２０００年。

�１６ 法継受については，沢木敬郎「法の継受」（岩波講座『現代法１４ 日本法と
外国法』１９６６年）１５３ページ。

�１７ しかし，北川善太郎がその著書で日本民法の法継受について次のように指
摘する。「西欧法を継受した日本人は，それによってある意味で近代化され，
合理化したであろうが，そのために西欧人になったわけではない。この法を
運用し，その適用をうけるのはやはり数千年にわたる歴史的伝統を担った日
本人である」，「民衆の法意識と国家法の基本的考え方との間にギャップが生
まれ，国家法運営の大きな障害となっているのではないかと疑われる」。北川
善太郎『日本法学の歴史と理論』日本評論社，１９６８年，１８０�１８１ページ。
�１８ 安田『東南アジア法』（前掲書）では，西欧法の特質は，個人主義と合理主
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